
平成26年 事業計画報告の件

平成26年 度事業計画書

(平成26年4月1日 か ら平成27年3月31日 ま で)

昨年は、公益社団法人移行初年度でありましたが、事業運営については移行前年度 より公益社団法

人の形態を整 え運営 してきてお り順調に推移 したと考えてお ります。今年度は公益社団法人 として2

年 目を迎えることとなりますが、昨年度の成果を踏まえなが ら着実に前進す るとともに、より一層の

運営の健全性や透明性を確保 しなが ら本事業計画を着実に推進 し、宅建業の健全な発達の実現に向け

て取 り組んでまい りたいと考えてお ります。

1.公 益目的事業1

一般消費者の利益の擁護 ・増進を目的として、宅地建物取引業者の高い倫理観の洒養及び宅地建物取引

業法等の法令遵守指導や専門知識の普及啓発等を行い、人材育成を図る事業

1.研 修会等

(1)3地 域別研修会

県内の宅地建物取引業者に必要な不動産関係法令の知識啓発のため、研修会 を3地 域において

開催す る。

(2)8地 区別研修会

同上の目的等において、8地 区において研修会を開催する。

(3)新 規宅地建物取引業免許取得者研修会

不動産業界への参入機会を捉え、県内の新規免許取得者の資質の向上を図るため、新規宅地建

物取引業免許取得者研修会を年1回 開催する。

(4)不 動産広告に係 る関係規約の遵守啓発

適正な不動産広告を通 じた公正な宅地建物取引を確保するため、東北地区不動産公正取引協議

会 と一体的に、公正競争規約の周知徹底を図る。又会員及び関連事業者等からの事前相談に応

じるとともに、新聞、チラシ等の紙面調査を実施 し、規約違反については指導等の適切な処置

をする。

2.宅 地建物取引主任者資格試験

公正な宅地建物取引を確保する人材育成の一環として、(一財)不 動産適正取引推進機構か らの委

託業務である宅地建物取引主任者資格試験を、

て実施する。

10月 第3日 曜 日にノー スア ジア大学 を会場 とし
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3.法 定講習会及び主任者証

宅地建物取引に関して必要な知識の啓発による適正な宅地建物の取引を確保する人材育成の一環

として、秋田県か ら指定された講習実施業務である法定講習会を開催す るとともに、主任者証の

交付事務 を行 う。

■ 担当:人 材育成業務委員会

且.公 益目的事業2

一般消費者の利益の擁護・増進を目的として、不特定多数の者に対し相談業務や各種情報提供を行い、

宅地建物取引の安全と公正を確保する事業

1.不 動産無料相談所

一般消費者からの不動産取引に関するさまざまな相談に応 じ
、 トラブルの未然防止又はその早期

解決を図るため、毎週水曜 日不動産無料相談業務を行 う。又不動産無料相談の適正運営のため、

担当役職員研修会を開催するとともに、不動産無料相談所の認知度向上のため毎月1回 新聞紙上

に広告を掲載する。

・事務局の勤務時間中は、無料相談所が常設 されている。(受付 ・電話又は面談)

・毎週水曜 日の午後1時 から午後4時 までは、全宅保 と共催で専門相談員が常駐 し、電話又は面

談で対応する。

■ 担当:相 談業務委員会

2.情 報提供

(1)秋 田宅建会報及びホームページ

「秋 田宅建会報」を年2回(8月 及び1月)に 発行 し、また、ホームページ等の媒体を活用 し、

一般消費者の利益の擁護又はその増進を 目的 とした
、一般消費者及び会員 に向け有益な不動産

関連情報の提供を行い啓発を図る。

(2)不 動産フェア

ー般消費者に対する安全 ・安心で適正な取引に関する知識や各種制度などの普及啓発をテーマ

とした不動産フェアを秋田県内8地 区において開催する。不動産無料相談所 を開設 し、物件展

示やインターネ ットにより不動産情報を公開 し、一般消費者の不動産に関す るさまざまな疑問

や問題 に対 し、的確で有益な情報を提供(非 営利 目的)す るとともに、一般消費者向け冊子等

の配布、情報提供システムの紹介等を行 う。開催 日は 「不動産の 日」9月23日 を軸に、各地

区の地域性を考慮 した地域密着型のフェアを展開する。

(3)一 般消費者セミナー

不動産に関する専門的知識を持たない一般消費者に対する法令、取引慣行や価格動向又は税金、

融資制度等の不動産取引に関す る知識の普及啓発や各種情報提供を実施するため、年1回 一般

消費者セ ミナーを開催する。

(4)事 務局情報提供

一般消費者、会員、行政機関や広告代理店等の不特定多数の者か ら寄せ られ る不動産に関連す

るさまざまな相談等に応 じ、電話又は対面により適切な助言や情報提供を行 う。
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(5)不 動産流通標準情報システム 「レインズ」による情報提供

(公財)東 日本不動産流通機構のサブセンターとして、専属専任媒介契約又は専任媒介契約に係

る物件登録促進等の徹底、登録情報の正確性確保のための変更、削除、成約登録の指導及び広報

誌の配布などを行い、一般消費者に対する標準化 ・規格化 された的確な情報の提供を通 じて、不

動産取引市場の透明性、信頼性の向上 と適正な取引の確保を図る。

(6)不 動産統計情報サイ ト 「ハ トマークサイ ト」による情報提供

全国網羅的に、全国宅建協会会員か ら収集 された不動産物件情報に基づき分析 された統計データ

である不動産市況(平 均価格帯情報 ・賃料相場情報)の 公表 を通 じ、一般消費者の 自主的且っ合

理的な選択を確保 し、円滑で迅速且つ適正な取引を実現するため、本会会員業者が保有す る秋 田

県内を中心 とした不動産物件情報の収集 と提供の促進に努める。又公益 目的事業に相応 しいホー

ムページの改良に努める。

■ 担 当:情 報提供業務委員会

皿.収 益事業等

1.宅 地建物取引業に関する書籍等の販売、保険等販売代行及び会館賃貸に関する事業

(収益事業等)

2.会 員の福利厚生、相互扶助及び行政機関等と連携して住みよい街づくりや地域社会の健全な発展

に寄与する事業

(会員支援事業等)

1.収 益事業等

(1)全 宅連不動産キャリアパーソンの教育研修 ・資格制度への協力又書籍の委託販売及び主任者

賠償保険代行業務等を適切に行 う。

(2)保 証協会秋田本部 との不動産会館賃貸契約に基づ く賃貸業務 を適切に行 う。

2.会 員支援事業等

(1)平 成26年 度版会員名簿 を発 行する。

(2)平 成27年 度版全宅連手帳 を会員 に配布す る。

(3)入 会促進用パ ンフ レッ トを製 作す る。

(4)ゴ ル フコンペ、ボ ウ リング大会等 の会員福利 厚生事業 を行 な う。

(5)そ の他、関係 団体、 自治体等 との協力業務 を行な う。

・ 全宅連 ・全宅保証 ・全政連 ・全宅管理 ・宅建ブ レイ ンズ ・全宅住宅 ロー ンな どとの連携業務

・ 代替地情報提 供業務

・ 県 ・市有財産 売却 協定業務

・ 秋 田県国土利用審議 会へ の参画

・ 秋 田市都市環境 の創造及 び保全 に関す る審議会へ の参画

・ 公益財団法人暴力 団壊滅秋 田県民会議への参画

・ 県内市町村等 の空 き家バ ンク制度への協力
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(6)「 秋 田宅建会報」及びホームページ等の媒体を、各委員会で必要に応 じ活用す る。又これ ら公

益社団法人に相応 しいもの として維持管理するため、必要に応 じ所管委員会に適切な助言指

導等を行 う。

(7)8地 区協議会の適切な運営を通 じて、円滑な会務運営を図る。

(8)そ の他、本会運営に必要な関連業務を行 う。

■ 担当:運 営業務委員会

N.法 人運営

法人運営に関する業務

1.法 人管理 事業

(1)総 務 ・経理財務業務 を、認定法 ・法人法及び会計基準 に準拠 し適正 に処理す る。

■担当:運 営業務委員会

(2)8地 区に於いて 、二団体 の共管事業 として入 会審査業務 を行 う。

(3)会 員 の除名又 は賞罰等 の綱紀審査業務 を、必要 に応 じ適切に行 う。

(4)不 動産会館 の維持管理業務 を行 う。

(5)そ の他、本会管理 に必要 な関連業務 を行 う。

■ 担当:管 理業務委員会

2.そ の他

(1)秋 田県不動産会館の大規模修繕等について引き続き検討する。

■ 担当:会 館建設等検討特別委員会
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平成26年 度収支予算書の内訳表[損 益ベース]

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目 公益目的事業会計. 収益事業会計 法人会計 合計

公1 公2

共通

小計

収益 その他 共通

小計

人材育成事業 情報提供事業

1一 般正味財産増減
,

可.経常増減の部

(D経常収益

受取会費

受取入会金

受取事業収益

賃貸料収益

雑収益

経常収益合計

(2)経常費用

事業費

役員報酬

給料手当

福利厚生費

賞与引当繰入額

退職給付費用

諸謝金

業務委託料

支払負担金

会議費

会場使用料

会員福利厚生費

渉外費

旅費交通費

通信運搬費

広告宣伝費

印刷製本費

教材購入費

物品購入費

新聞図書購入費

事務用品費

事務機使用料

消耗什器備品費

賃借料

会館維持管理費

水道光熱費

車両費

減価償却費

租説公課
保険料

雑費

事業費合計

0 0 11,340,750 11,340,750 0 0 0 0 11,340,750 22,681,500

0 0 3,500,000 3,500,000 0 0 0 0 3,500,000 7,000,000

10,141,870 0 0 10,141,870 1,654,200 0 0 1,654,200 0 11,796,070

0 0 0 0 1,413,000 0 0 1,413,000 0 1,413,000

0 0 0 0 500,000 0 o 500,000 o 500,000

10,141,870 0 14,840,750 24,982,620 3,567,200 0 0 3,567,200 14,840,750 43,390,570

550,000 535,000 0 1,085,000 30,000 30,000 0 60,000 1,145,000

2,595,000 2,768,000 0 5,363,0GO B6,500 173,000 o 259,500 5,622,500

450,000 480,000 0 9300000 15,000 30,000 0 45,000 975,000

168,300 179,520 0 347,820 5,610 11,220 0 16,830 364,650

135,300 144,320 0 279,620 4,510 9,020 0 13,530 293,150

2,090,000 585,000 0 2,675,000 0 0 0 0 2,675,000

0 826,500 0 826,500 0 1,226,500 0 1,226,500 2,053,000

0 1,277,640 0 1,277,640 0 60,840 0 60,840 1,338,480

100,000 0 0 100,000 0 700,000 0 700,000 800,000

{,135,000 475,000 0 1,610,000 o 1,250,000 0 1,250,000 2,860,000

0 0 0 0 0 2,328,000 0 2,328,000 2,328,000

0 0 0 0 0 650,000 0 650,000 650,000

1,877,500 997,500 0 2,875,000 35,000 200,000 0 235,000 3,110,000

470,000 288,000 0 758,000 9,000 18,000 0 27,000 785,000

1,110,000 2,709,500 0 3,819,500 0 909,500 0 909,500 4,729,000

290,000 96,000 0 386,000 3,000 6,000 0 9,000 395,000

1,470,000 500,000 0 1,9フ0,000 0 0 0 0 1,970,000

0 1,552,000 o 1,552,000 0 150,000 0 150,000 1,702,000

39,000 41,600 0 80,600 1,300 2,600 0 3,900 84,500

60,000 64,000 0 124,000 2,000 4,000 0 6,000 130,000

376,980 402,112 0 779,092 12,566 25,132 0 37,698 816,790

15,000 16,000 0 31,000 500 1,000 0 1,500 32,500

o 0 0 o 0 1,680,000 0 1,680,000 1,680,000

638,000 814,000 0 1,452,000 22,000 66,000 0 88,000 1,540,000

203,0GO 259,000 0 462,000 7,000 21,000 0 28,000 490,000

54,00Q 57,600 0 111,600 1,800 3,600 0 5,400 鷲7,000

29葉,726 372,203 0 663,929 10,060 30,η8 0 40,238 704,167

226,200 288,600 0 514,800 7,800 23,400 0 31,200 546,000

116,000 148,000 0 264,000 4,000 12,000 0 16,000 280,000

1,050,000 160,qoO
゜0

1,210,000 5,000 766,971 0 771,971 1,981,971

15,511,006 16,037,095 0 31,548,101 262,646 10,387,961 0 10,650,607 0 42,198,708

管理費

役員報酬

給親手当

福利厚生費

賞与引当繰入額

退職給付費用

顧問料

諸謝金

支払負担金

会議費

業務委託料

会場使用料

慶弔費

渉外費

旅費交通費

通信運搬費

広告宣伝費

印刷製本費
嘔 新聞図書購入費

事務用品費

事務機使用料

消耗什器備品費

会館維持管理費

水道光熱費

車両費

減価償却費

租税公課

保険料

雑費

管理費合計

経常費用合計

当期経常増減額

2.経 常外増減の部

(D経常外収益

(2)経常外費用

当期経常外増減額

他会計振替額

党引前当期一般正味財産増減額

法人税・住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

700,000 700,000

3,027,500 3,027,500

525,000 525,000

tg6,350 196,350

157,850 157,850

300,000 300,000

40,000 40,000

2,316,220 2,316,220

0 0

0 o

650,000 650,000

200,000 200,000

350,000 350,000

840,000 840,000

415,000 415,000

0 0

405,000 405,000

45,500 45,500

70,000 70,000

439,810 439,810

!7,500 η,500

660,000 660,000

210,000 210,000

63,000 63,000

301,786 301,786

234,000 234,000

120,000 120,000

175,000 175,000

0 0 0 0 0 0 0 0 12,459,516 12,459,516

15,511,006 16,037,095 0 31,548,101 262,646 10,387,961 0 10,650,607 12,459,516 54,658,224

△5,369,136 △16,037,095 14,840,750 △6,565,481 3,304,554 △10,387,961 0 △7,083,407 2,381,234 △11,267,654

0 0 0

0噛 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

△5,369,136 △16,037,095 14,840,750 △6,565,481 3,304,554 △10,387,961 0 △7,083,407 2,381,234 △11,267,654

0 0 0 0 0 0 0 0 82,000 82,000

△5,369,136 △16,037,095 14,B40,750 △6,565,481 3,304,554 △10,387,961 0 △7,083,407 2,299,234 △11,349,654

△9,121,345 △28,739,728 34,416,363 △3,444,710 6,337,573 △15,995,180 0 △9,657,607 で62,111,432 149,009,115

△14,490,481 △44,776,823 49,257,113 △10,010,!91 9,642,127 △26,383,141 0 △16,741,α4 164,410,666 137,659,461

E指定正味財産の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

0 0 0

0 o 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 o

皿正味財産期末残高 △14,490,481 △44,776,823 49,257,113 △10,010,191 9,642,127 △26,383,141 0 △16,741,014 164,410,666 137,659,461

収支相償

公益目的事業比率

公1 公2
14,840,750 △6,565,481

△5,369,136 △16,037,095

57.7覧



法人コー ド:AO18532

公益社団法人秋 田県宅地建物取引業協会

資金調達及び設備投資の見込み について

(事業年度:平 成26年4月1日 か ら平成27年3月31日 まで)

(1)資 金調達の見込みについて

期中に借 り入れの予定はあ りません。

(2)設 備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資(除 却または売却を含む)の 予定はあ

りません。

以 上


